
臨時休業期間中の３年生以下の自宅で１人になる児童の預かりについて 

 
千早赤阪村立赤阪小学校 

 
 
大阪府教育委員会教育長より通知があり、小学校３年生以下の児童のうち、一人親家庭や共働き

家庭など個別の事情により、自宅で１人になるお子さんの居場所の確保として、学校でお預かりす

ることになりました。 

 
１．期 間     ３月４日（水）～１９日（木）  ８：３０～１４：３０ の間 

 
２．利用条件   

□（対象の児童） 
一人親家庭や共働き家庭など個別の事情により自宅でどうしても 1 人になる状況になる原

則小学校３年生以下の児童 

 
  □（送迎について） 

送迎は保護者などで行う。臨時登校日と重なった日の登校は、集団登校・通学バスを利用

できるが、下校時刻を超える場合のお迎えは保護者などで行う 

    
□（昼食について） 

午前・午後とも利用する場合は、お弁当を保護者で用意する 

 
□（預かり中の過ごし方） 

自習（市販のドリルでもよい・タブレットなど ICT 機器は禁止）や読書の用意を多めに持たせる 
学校では指導をしたり、新たな課題を渡したりすることはありません。 

 
【その他】 

  □（感染症予防のため） 
学校で使用していた健康チェックシートをご記入の上、毎回持たせて下さい。体調の悪い

場合はお預かりできません。また、マスク着用にもご協力いただければありがたいです。 
各ご家庭の責任のもとお預け下さい。今後、体調不良や感染症が発症した場合は、安全を

最優先に考えて取りやめることをご了承下さい。 

 
□（服装・持ち物） 

服装については、臨時登校日以外は私服でも構いません。その他の持ち物については、学

校のきまりに準じます。 

 
□（子どもたちは自習や読書をします） 

なるべく職員で様子を見るようにしますが、児童のみで過ごす時間帯が多くあります。 
（臨時会議や１８日の卒業式が開かれる場合など） 



□（けがや事故の際） 
学校活動外になるので、保険は適用されません。 

   （３月４日変更） 学校での保険が適用されることになりました。 

 
□（今後の対応） 

今後の状況により、対応が変更される場合もあります。 

 
 
３．手続き・利用申し込み方法 

 
  利用を希望される方や詳細をお聞きになりたい方、その他ご相談がある方は、学校にお電 

話下さい。（ 赤阪小学校 0721-72-0205 児童の預かり） 
３月２日（月）から６日（金）の９：００～１６：３０の間に受付をします。 
それ以降については、学校にご相談下さい。 

  
 
 
 
 
 
 
 
 

４．利用の開始 

    
   利用が認められた場合は、希望される日に登校させて下さい。最初の登校の際に申込  

書をお渡しします。必要事項の記入と押印の上、次回必ず学校までご提出下さい。 
（学校ホームページから申込書をダウンロードもできます） 

【保護者】 
利用 希望 

    相談など 

学校に電話 

0721-72-0205 
受付期間 

  3/2(月)～3/6(金) 
   9:00～16:30 

【赤阪小学校 児童の預かり】 
     ↓ 
利用の可否の決定 


